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暦年贈与と生前贈与加算暦年贈与と生前贈与加算
　今回は、令和５年税制改正により改正された生前贈与加算についてお届けします。

平成22年6月より千歳の地にてあすか税理士法人千歳事務所として活動しております。
税や経営支援に関する各分野に精通した社員が10名在籍しております。

あすか税理士法人

TEL 0123-40-1200お問合せはお気軽にお電話ください。

生前贈与加算とは
　相続や遺贈等（「相続等」といいます。）によって財産を取得した人が、被相続人から
加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、被相続人
の死亡時の財産ではありませんが、相続財産に持ち戻し、相続財産にその財産の贈与
時の価額を加算することになります。
　贈与時に贈与税が課されていたかどうかに関係なく加算し（非課税財産を除く）、暦
年課税に係る贈与税の基礎控除額（110万円）以下の贈与財産や死亡した年の贈与財
産であっても加算の対象となります。

改正前の加算対象期間
　令和５年税制改正前は、被相続人が亡くなる前3年間が生前贈与の加算対象期間
とされていました。

改正後の加算対象期間
　令和５年税制改正により、加算対象期間が３年間から７年間へ延長されました。た
だし、改正によって直ちに加算対象期間が７年間になるわけではく、令和６年１月１日
以後の生前贈与を対象として、相続開始（亡くなった日）がいつであるかによって加算
対象期間が異なることになります。
相続開始が令和１２年１２月３１日までは経過措置期間となり、加算対象期間が令和
６年１月１日からとなります。そして令和１３年１月１日以降の相続開始から加算対象
期間が７年間に完全移行されます。

　なお、この生前贈与加算は相続等によって財産を取得した人が対象となります。その
ため、相続時に財産を取得しない孫などに対する生前贈与は加算の対象となりません。

贈与の時期
～令和5年12月31日
令和6年1月1日～

～令和8年12月31日

相続開始前3年間

相続開始前3年間

令和13年1月1日～ 相続開始前7年間

令和9年1月1日～
令和12年12月31日

令和6年1月1日～相続開始日

相続開始日

加算対象期間
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http://wellness-e.jp/

恵庭市×北海道文教大学
共同研究の取り組み

恵庭市役所介護福祉課
電話 0123-33-3131
　　 （内線1209・1246）

YouTubeチャンネルで
百歳体操の動画を配信
しています

シニア向けポータルサイト

>>>

　恵庭市内では現在39団体のサロンが「いきいき百歳体操サロ
ン」として活動していますが、いきいき百歳体操サロンを含む、
通いの場における活動は「医療費」削減につながる効果を期待で
きると考えられます。
　恵庭市においては参加者の属性として独居の方が多いことが
わかり、地域のサロンに参加することで社会的なフレイルの予防
にも効果を期待できる一方、男性の参加者が少ないという課題
も見つかりました。

　今後は、より市と大学が連携
し、大学や学生の強みを生かした
サロン訪問やSNSの活用を通し
て、参加者の増加やサロン活動の
活発化に取り組む必要性につい
てご講演されました。

　恵庭市と北海道文教大学は共同研究として、恵庭市で自主活
動として取り組まれている「いきいき百歳体操」の効果について
研究を続けています。
　昨年、10月・12月にはこれまでに分析した結果について、北
海道文教大学医療保健科学部リハビリテーション学科 佐々木教
授による講演会を開催しました。

「100年に一度の空の移動革命」をもたらすと期待されている次世代エアモビリティ、
通称「空飛ぶクルマ」とは何か。最新の動向や期待されるユースケースなどをご紹介します。

次世代エアモビリティセミナー第3回

◯Ｃ Archer Aviation
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参加申込

定員100名（申込順） オンライン同時開催
オンラインは定員なし Zoomウェビナー

18：00

19：00

開　会

講演❶

講演❷

WEBサイトの申込みフォームより

https://www.harp.lg.jp/JBUxkrDb Mail:kukoseisaku@city.chitose.lg.jp

2/16日までにお申し込みください

講演❸

休　憩

18：05

19：00

19：10

19：35

19：35

20：00

空飛ぶクルマの現在地
～世界の機体メーカー最前線と今後の展望～
講師:岩本 学 氏（株式会社 日本政策投資銀行）

JALグループ 空飛ぶクルマの取り組み 
～2025大阪･関西万博そして社会実装を目指して～

北海道における空の利活用の可能性
～空港を起点としたヘリコプター旅客輸送の実証報告～

講師　佐々木 康人 氏（日本航空 株式会社）

講師:阪口 玲磨 氏（北海道エアポート 株式会社）

お問合せ先

千歳市企画部空港政策課
空港政策係

TEL:0123-24-0522
恵庭市恵み野里美1丁目2-1

TEL  0123-36-0077
https://www.central.co.jp/club/cf-megumino/

セントラルフィットネスクラブ24 恵み野 

WEB入会受付中

第3弾
キャンペーン締切迫る!

［金］
まで1/31


